
ドローンを活用した災害時物資輸送に係る実証調査を実施します

　大規模災害時に、ドローンを活用した孤立地域への物資輸送が円滑かつ迅速に実施できるよう、いな
べ市において実証調査を行います。

１　目的
　　令和６年１月に発生した能登半島地震においては、孤立地域が発生した際に、ドローンを活用した
　物資輸送が実施されました。
　　本県において、大規模災害が発生した際、道路の寸断により、多くの孤立地域が発生することが想
　定されるため、孤立の恐れがある地域において、ドローンを活用した物資輸送が円滑かつ迅速に実施
　できるよう実証調査を実施します。
　　また、実証調査をふまえて、市町の取組の参考となるドローンを活用した物資輸送ガイドラインを
　作成します。

２　日時
　　令和７年１１月１９日（水曜日）　午前１０時００分から午前１１時０５分まで
　　※天候状況により実証調査の実施に影響を及ぼす恐れがある場合には、中止となります。

３　実証内容
　　災害時に孤立の恐れがある地域において、事前に作成した手順に基づき、ドローンによる実証調査
　を実施し、飛行ルート及び離発着地点の選定、機体への物資の積載や着陸後の受け取りを検証します。

４　実施場所
　　離陸地点：藤原文化センター（いなべ市藤原町市場493-1）
　　着陸地点：旧立田小学校（いなべ市藤原町古田1618）

５　当日の流れ
　　○午前９時４５分から午前１０時００分まで　　　受付
　　○午前１０時００分から午前１０時０８分まで　　取組経緯及び実証内容詳細説明
　　○午前１０時０８分から午前１０時１７分まで　　物資搭載及びドローン離陸
　　　・物資を積載し、離陸地点から機体（ドローン）を離陸させます。
　　○午前１０時１７分から午前１０時３７分まで　　会場移動（離陸地点から着陸地点）
　　　・藤原文化センター（離陸地点）から旧立田小学校（着陸地点）へ移動します。
　　　　※移動は各自でお願いいたします。
　　○午前１０時３７分から午前１０時５７分まで　　ドローン離着陸及び物資受取
　　　・藤原文化センターから飛行させ、旧立田小学校へ着陸し、物資を受け取ります。
　　　　※ドローンの着陸時間は午前１０時４７分を予定しております。
　　　　※ドローンからのカメラ映像を、旧立田小学校の撮影・見学スペース内のモニターで確認でき
　　　　　ます。
　　○午前１０時５７分から午前１１時０５分まで　　質疑応答

６　実施機関
　　三重県
　　KDDIスマートドローン株式会社（受託事業者）
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７　当日の取材について
　　・当日取材をご希望の方は、午前１０時までに藤原文化センターへお越しください。
　　・事前申込みの必要はありません。
　　・当日はドローン離発着時の安全確保のため、職員等の指示に従ってください。
　　・前日（１１月１８日（火曜日））の午後３時頃に実証調査実施の判断を行います。中止の場合
　　　は、報道資料提供を行います。
　　・会場へお越しの際、お車は指定された位置へ駐車してください。
　　・会場の位置図、駐車場については、別紙をご参照ください。


